
平成２５年度 第４回 天草地域自立支援協議会定例会報告

１．日 時：平成２５年９月２５日（水） １４時００分～１５時３０分

２．場 所：天草市役所 庁議室

出席者：ゆうすいグループホーム（松原）、苓南寮グループホーム（松岡、竹内）

グループホームきらめき（川口）、みゆきホーム（清田）

グループホーム天草ポランの広場（松尾）、グリーントポス（田中）

南海寮グループホーム・ケアホーム（松本）

星光園（高橋）、天草整肢園（田中）、きずな（中島）、リンク（荒木）

上天草市（倉橋）、天草市（濵﨑）

３．内 容：

 議題

（１） 事業所の紹介

①ゆうすいグループホーム（天草市）

・利用者 ４ヶ所 定員 21名   

・従業員 世話人６名（全員女性）   

３名の空きが有り体験等で利用 高齢化進んでいる 

②苓南寮グループホーム（天草市）

・利用者 ２ヶ所 定員１７名  

・従業員 世話人４名   

 １人暮らししたいとの事で退所される方もいる

 女性の利用者は人間関係難しく、相談業務が増加している

③グループホームきらめき（苓北町）

・利用者 １ヶ所 定員１０名 

・従業員 世話人３名   

 苓北町には就労へつなげるための生活の場となるグループホームが不足

④みゆきホーム（上天草市）

・利用者 １ヶ所 定員７名 

・従業員 世話人３名   

 きずなからの移行者が多く、日中活動の場もきずなとなっており資源探しが必要

⑤グループホーム天草ポランの広場（天草市）

・利用者 １ヶ所 定員２１名 

・従業員 世話人３名   

 高齢化が進んでいる 地域で生活希望の方もいるが支援が難しい状況

⑥南海寮グループホーム・ケアホーム（天草市）

・利用者 ２ヶ所 定員９名 

・従業員 世話人４名   

 日中活動は生活介護 一般就労されている方も有り



⑦グリーントポス（天草市）

・利用者 １ヶ所 定員１０名 

・従業員 世話人２名  

 ７０歳を超える高齢の方２名 今後は介助が必要となってくる 

（２）個別のケースについて 

○高齢化への対応（介護保険対象）等について     

①定期健診、健康面の確認、入口の改修工事など 

②６５歳以上３名が施設から入所されたが、また施設へ戻られた 

③介護が必要となってくる ハード面の整備が必要 

④家族が世話をするのは困難 入所施設へ戻るなどの対応を検討 

⑤バイタルチェック ハードの整備が必要 

⑥７０歳すぎの方が介護保険利用拒否され施設入所へ 

⑦70歳の方で就労Ｂ利用の方いるが年齢的に１人暮らしは困難 

○入所者の日中の状況（就労）について 

①半数が一般就労か就労継続Ａ型利用 賃金関係は守られている 

②障害者雇用で2名就労、就業生活支援センター経由で雇用 

③就労継続Ａ型３名は最低賃金除外申請なしで利用、就労継続Ｂ型７名利用 

④生活介護利用のため就労なし 

⑤就労継続Ｂ型４名利用で最低賃金の1／３程度の賃金  

⑥１名が一般就労（瓦屋） 

⑦就労継続Ａ型４名、就労継続Ｂ型５名利用（２名の利用予定者含む） 

     労働局の定期監査により、グループホームに入所している障害者への賃金支払につ

いて、最低賃金違反があり障害者虐待として情報提供が県よりあっている。 

    入所者について雇用契約状況など再度確認いただくようお願いする。 

   ○入所者の喫煙について 

①１ホーム１名ほど 喫煙場所を約束している 

②２名ほど 外で喫煙し水の入ったバケツにいれ灰皿に移している 

③３名 外での喫煙は入所前に説明済 喫煙者は入所拒否も検討したのだが 

④いない 

⑤入所者の２／3は喫煙 外での喫煙が基本だが、居室で吸っている人もいた 

⑥いない 

    ⑦ルールで外での喫煙 居室で吸った方については、喫煙時間を決めて管理 

    火災についてはたばこ以外の原因もあるので、防火体制（火災報知器、スプリンク

ラー、ＩＨ、防火カーテンなど）についても確認を 

○地域移行対象者への支援 

①２０歳台の方で一般就労にて入所していたが、３年後自宅へ帰られたケースあり 

 調理等一緒に行うことはあるが、平均年齢６０歳台なので難しい 

②女性でアパートと一般就労先を探している方がいる 



 料理ができないため世話人と一緒に訓練中 

③地域移行については障害者用の設備面、家賃、病気への対応、町とのつながりな

どの課題があり 

④１人暮らしについては家族の理解が得られない 

 自宅へ帰省したときの食事づくりを目標に、世話人と一緒に訓練中 

⑤退所希望はあるが体力面や高齢化で難しい 社会資源みつけながら対応 

⑥食事や後片付けはホームでの当番制で行っている部分が多いが、朝の味噌汁は本

人たち、おかず等は世話人が作っている 

     退所は保護者の許可が難しい 金銭面や夜が不安など１人になったときに対応で

きるかがある 金銭の支払で店に出入禁止となった事例あり 

     当初グループホームへの入所は、本人や家族にとっては施設を出されるという考

えがあったが、現在は理解が得られるようになっている 

 ⑦食事は基本的には世話人が作るが、本人希望があれば見守りで対応し、手伝いに

ついては時間を決めて実施 金銭管理が難しいのでこずかい帳つけている 

   ○休日の勤務体制について 

平日同様で対応  ①②③④⑤⑥  

２交代で対応   ⑦グリーントポス 

   ○ホームでの外出 

①年末忘年会、月１回外食や誕生会など不定期で行っている 

毎年旅行に行きたいが金銭的に難しい（１泊２日旅行４年前実施）  

⑦みんなで温泉へいくことはある 

   ○献立の作成について 

栄養士が作成 ④みゆき（きずなの栄養士） 

世話人が作成 ①②③⑤⑥⑦ 

食事のコントロールできず、カロリーが多くて体重増となる人もいた 

（３）その他 

平成２５年４月１日から「障害者自立支援法」が「障害者総合支援法」へ変更とな

ったことに伴い、ケアホームのグループホームへの一元化が平成２６年４月１日か

ら施行されることとなっているので詳しい内容が分かり次第提示 

平成２５年度から一般相談について２市１町で相談支援事業所６ヶ所へ業務委託し

てあるので、相談等あれば、積極的に活用してほしい（パンフレット配布） 


